
総社市職員の平成２２年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則等を廃止する規則を

ここに公布する。 

 

平成２７年３月３０日 

 

                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第７号 

 

   総社市職員の平成２２年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則等を廃止する規則 

 次に掲げる細則は，廃止する。 

(１) 総社市職員の平成２２年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則（平成２２年総社

市規則第１４号） 

(２) 総社市平成２２年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則（平成２２年総社市規則

第１６号） 

(３) 総社市職員の平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則（平成２３

年総社市規則第２５号） 

(４) 総社市平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則（平成２３年総社

市規則第２６号） 

   附 則 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

 


